
令和７年１１月申請分
変更地域名 変更内容 所在地 地目 面積(㎡) 目的 農振区分 変更による地域計画の達成に支障がない理由

五所川原北
地域計画からの除外
（農地転用）

桜田字鴻ノ巣520 田 121 農業用倉庫建築 農振白地地域

当該地は申請者が所有する宅地に隣接しており、農地転用
を行った上で農業用倉庫を建築する計画である。それに
よって農地の集団性や効率的な利用、担い手の利用の集積
等に支障を及ぼすおそれはないと認められるため。

五所川原北
地域計画からの除外
（農地転用）

桜田字鴻ノ巣521 田 181 農業用倉庫建築 農振白地地域

当該地は申請者が所有する宅地に隣接しており、農地転用
を行った上で農業用倉庫を建築する計画である。それに
よって農地の集団性や効率的な利用、担い手の利用の集積
等に支障を及ぼすおそれはないと認められるため。


